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１ 計画策定の趣旨

袖ケ浦市（以下「本市」という。）では、平成１１年（１９９９年）に制定した袖ケ

浦市環境条例に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

袖ケ浦市環境基本計画を平成１５年（２００３年）に策定しました。 

その後、平成２３年（２０１１年）に発生した東日本大震災に起因する放射性物質等

の新たな環境問題への対策の必要性や、環境を取り巻く状況の変化に対応するため、中

間見直しを実施し、平成２５年（２０１３年）に袖ケ浦市環境基本計画（改訂版）（以

下「前計画」という。）を策定しました。 

前計画の計画期間は令和４年度（２０２２年度）までとなっていますが、平成２７年

（２０１５年）に採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）や地球温暖化対策の国際

的な枠組みを定めたパリ協定、令和元年（２０１９年）６月に開催されたＧ２０大阪サ

ミット等の国際的な動向、気候変動適応法の施行、第五次環境基本計画、地球温暖化対

策計画の策定等の国内の動向や、第三次千葉県環境基本計画の策定等の変化に対応し、

先人が残してくれた豊かな自然環境を次世代に継承するとともに、環境に関する諸問題

を計画的に解決していくことを目指し、計画の期間を前倒しし、袖ケ浦市総合計画の策

定に合わせ、令和２年度（２０２０年度）を初年度とする第２次袖ケ浦市環境基本計画

（以下「本計画」という。）を策定しました。 
 

２ 計画の位置付け

本計画は、袖ケ浦市環境条例第８条の規定に基づいて策定するものであり、本市にお

ける環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。また、地

球温暖化対策の推進に関する法律において、市町村はその区域の自然的社会的条件に応

じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施す

るように努めるものとされています。 

なお、計画の策定に当たっては、各関係法令や、国・県の環境基本計画、地球温暖化

対策計画等を踏まえるとともに、上位計画である袖ケ浦市総合計画との整合を図ってい

ます。 
 

３ 計画の対象範囲

本計画の対象地域は、市内全域とします。なお、今日の環境問題の中には廃棄物や放

射能の問題、大気汚染や水質汚濁等の行政区域の枠を超えた広域的な対応を求められる

ものもあります。このような課題に対しては、本市の役割を明らかにし、国や千葉県、

他自治体とも連携を図り、取組を進めていきます。 

また、本計画の対象範囲は、自然環境、生活環境、地球環境、循環型社会の構築、環

境意識と行動に区分し、更にその分野に含まれる環境の範囲とします。 
 

４ 計画期間

計画の期間は、令和２年度（２０２０年）から令和１３年度（２０３１年）までの

１２年間とします。ただし、環境問題や社会経済の変化、科学技術の進展等により、適

宜見直しを行います。  
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５ 袖ケ浦市が目指す環境像

本市は、約６万４千人の人口を有する県内有数の工業都市であり、千葉県の中西部に

位置し、東京湾に面しています。市内には、四季折々の花が楽しめる袖ケ浦公園、東京

湾アクアラインが望める袖ケ浦海浜公園があります。また、内陸部には、小櫃川、浮戸

川沿いの平野に広がる稲作地帯、平野の北側には台地があり、畑と集落、屋敷林が織り

なす景観が広がります。北東部から東部及び西南部には様々な森林があり、多くの自然

が残されています。 

このすばらしい環境を市民一人ひとりが大切にし、未来を担う子ども達に伝えていか

なければなりません。そして自然と共生する快適な生活環境を守り、創出していく必要

があります。 

近年では、日常生活や事業活動により、様々な環境負荷が生じており、環境に関する

取り組みの重要性はますます高まっています。さらに、環境を取り巻く課題は、様々な

要素が幅広く複雑に絡み合って生じていることから、市民、事業者、市の各主体が環境

への関わりを自覚して、協働により積極的に取り組んでいく必要があります。 

本市の良好な環境づくりのために、市民、事業者、市が計画を推進していく姿勢を誰

にでも分かりやすく表した目標を「目指す環境像」として掲げます。 

 

  

 
 

 

     基本目標               基本施策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 豊かな自然と共生するまち 

みんなでつくる 豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち 袖ケ浦 

環境保全のための      (1) 持続可能な社会を築くネットワークづくり 

分野横断的な施策      (2) 災害時等における環境問題への対応 

３ 地球環境を思いやるまち 

５ 市民参加による環境保全 

活動を推進するまち 

４ 環境にやさしい循環型社会

を形成するまち 

２ 快適で安全に生活できる 
まち 

 (1) 再生可能エネルギー等の活用 
 (2) 省エネルギーの推進 
 (3) 温室効果ガスの削減 
 (4) 気候変動による影響への適応策の推進 

 (1) 水とみどりの保全 
 (2) 生物多様性の保全 
 (3) 有害鳥獣・特定外来生物への対策 
 (4) 景観形成の推進 

 (1) 大気環境の保全 
 (2) 水質・土壌・地盤環境の保全 
 (3) 騒音・振動・悪臭の防止 
 (4) 有害化学物質・放射性物質への対策 

 (1) 環境に関する情報発信 
 (2) 環境学習・環境教育の推進 
 (3) 協働による環境保全活動の推進 
 (4) 市民等による環境保全活動への支援 

 (1) ３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 
 (2) 廃棄物等の適正処理の推進 
 (3) 廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 
 (4) 建設発生土・再生土への対策 
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 ６ 基本目標 

基本目標１ 豊かな自然と共生するまち【自然環境】

本市では、海、山、川等の豊かな自然環境に囲まれ、そこには多種多様な生物が生

息しており、これらは市民が共有する地域の財産として、次の世代に引き継いでい

く必要があります。 

豊かな自然環境を次世代に引き継ぎ、将来にわたって自然からの恵みを持続的に

享受するためには、地域の特性に応じて、湖沼・沿岸域の水環境や、農地、森林、里

山等の「水とみどりの保全」を図ることや、絶滅が危惧される希少な野生生物の保

護等の「生物多様性の保全」に向けた活動を継続して実施していくことが重要です。 

一方では、農作物や人の生活に悪影響をもたらす有害鳥獣や、生活への影響に加

えて、生態系等への影響を及ぼす特定外来生物は、必要に応じて駆除を行うなどの

「有害鳥獣・特定外来生物への対策」が必要であり、人と野生生物が適切に共存で

きる環境を目指します。 

さらに、市内には、連なる斜面林、広がりのある田園風景や里山、海と対岸の富

士山を望む広大な眺望等があり、これらを景観資源と捉えた「景観形成の推進」を

図ります。 

 

基本目標２ 快適で安全に生活できるまち【生活環境】 

市民一人ひとりが健康で快適な生活を送るためには、大気、水等を良好な状態に

保つこと、また、身近な生活環境における不快な騒音、振動、悪臭等の影響に悩ま

されることがないようにしていく必要があります。 

人の生活や産業活動によって生じる大気汚染や水質汚濁等は、人の健康や生態系

に深刻な影響をもたらします。安全な生活環境を保全するため、「大気環境、河川及

び海域等の水環境、地質環境」を適切に監視等するとともに、「騒音、振動、悪臭」

の少ない快適な暮らしの確保を図ります。また、「有害化学物質や放射性物質」につ

いての監視を行い、市民に情報提供を行うことにより、安心して暮らせるまちを目

指します。 

 

基本目標３ 地球環境を思いやるまち【地球環境】 

私たちの日々の生活や事業活動は、電気、ガス、ガソリンなどの多くのエネルギー

を大量に消費することで成り立っており、そこから発生する二酸化炭素等が一つの

要因となって、地球温暖化等の環境問題を引き起こしています。 

持続可能な低炭素社会を実現するため、「再生可能エネルギー等の活用」や「省エ

ネルギー」を推進することにより、「温室効果ガスの削減」等を図ります。 

また、地球温暖化による気候変動に起因して、環境、経済、社会に影響が生じて

いることから、これらに対する「適応策」を推進します。 
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基本目標４ 環境にやさしい循環型社会を形成するまち【循環型社会の構築】 

大量生産、大量消費、大量廃棄というかつての社会経済システムは、天然資源の枯

渇やエネルギーの大量消費等の多くの問題を引き起こしてきました。私たちは、廃

棄物が燃料エネルギーとしての活用等の貴重な資源となる可能性を秘めていること

を認識し、これらが適正に循環する社会構造へと転換させていくことが必要となり

ます。 

循環型社会の形成に向けた種々の取組を実効性のあるものとするために、３Ｒ活

動等により、「廃棄物の減量化・資源化」に取り組むとともに、廃棄物処理施設の整

備等により、「廃棄物等の適正処理」の推進を図ります。 

また、「廃棄物等の不法投棄・ポイ捨て」に対する監視等を行うとともに、「建設

発生土・再生土」の適正な処理を推進します。 

 

基本目標５ 市民参加による環境保全活動を推進するまち【環境意識と行動】 

良好な環境を将来へ引き継いでいくためには、環境問題の本質を理解し、日常生

活において環境に配慮した行動ができる人材の育成が重要です。 

市では、「環境に関する情報」を継続的に発信し、「環境学習・環境教育」を推進

することにより、環境意識の啓発を行い、市民が環境や環境問題に関心を持ち、知

識を深め、環境の保全に配慮した望ましい判断力を身に付けることにより、環境へ

の責任ある行動をとることができる人材が育成されるよう取り組みます。 

また、市内一斉清掃、臨海地区清掃等の市民や事業者との「協働による環境保全

活動」を推進するとともに、市民や事業者による「環境保全活動」を支援します。 
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環境像   基本目標   基本施策  

        

み
ん
な
で
つ
く
る 

豊
か
な
自
然
と
快
適
な
暮
ら
し
が
調
和
し
た
ま
ち 

袖
ケ
浦 

  

１ 豊かな自然と共生するまち 

  （１） 水とみどりの保全  

    

    （２） 生物多様性の保全 
    

   （３） 有害鳥獣・特定外来生物への対策 
    

   （４） 景観形成の推進 
    

 

２ 快適で安全に生活できるまち 

  （１） 大気環境の保全 
    

   （２） 水質・土壌・地盤環境の保全 
    

   （３） 騒音・振動・悪臭の防止 
     

    （４） 有害化学物質・放射性物質への対策 
     

  

３ 地球環境を思いやるまち 

  （１） 再生可能エネルギー等の活用 
     

    （２） 省エネルギーの推進 
     

    （３） 温室効果ガスの削減 
     

    （４） 気候変動による影響への適応策の推進 
     

  

４ 環境にやさしい循環型社会を 
  形成するまち 

  （１） ３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 
     

    （２） 廃棄物等の適正処理の推進 
     

    （３） 廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 
     

    （４） 建設発生土・再生土への対策 
     

  

５ 市民参加による環境保全活動 
  を推進するまち 

  （１） 環境に関する情報発信 
     

    （２） 環境学習・環境教育の推進 
     

    （３） 協働による環境保全活動の推進 
     

    （４） 市民等による環境保全活動への支援 
     

  

環境保全のための分野横断的な
施策 

  （１） 持続可能な社会を築くネットワークづくり 
     

    （２） 災害時等における環境問題への対応 
     

施  策 
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 主な取組 

  
 ①水と緑の里整備 ②公共施設における緑地の適正管理 ③農業用ため池周辺の環境整備  

④農地農村の持つ多面的機能に関する普及啓発等 ⑤保存樹木・樹林の保全 ⑥緑地保存協定の締結 ⑦緑の基本計画の策定  
 

 ①生物多様性に関する普及啓発 ②遊休・荒廃農地の調査活用 ③希少な野生生物の調査等 ④生物多様性地域戦略の策定 
 

 
 ①有害鳥獣・特定外来生物に関する普及啓発 ②鳥獣被害防止計画の推進 ③有害鳥獣・特定外来生物の防除 
 

 
 ①都市公園の整備・維持管理 ②景観としての農業環境の保全 ③農村公園・フラワーラインの景観維持 

④景観計画の適切な運用 ⑤景観まちづくり活動の推進 ⑥県屋外広告物条例の適用  
 

 ①大気汚染物質の監視の継続及び市民への情報提供 ②発生源施設への立入調査の実施 ③自家焼却・野焼きに対する指導 

④公害防止施設の設置指導 ⑤大気環境監視システム及び監視網の見直し  
 

 ①公共下水道・農業集落排水設備に係る普及率の向上 ②生活排水の負荷軽減に関する普及啓発  

③事業者への排水適正管理の指導 ④浄化槽の適正な維持管理の指導 ⑤地下水汚染・土壌汚染・地盤沈下対策の推進  
 

 ①道路における騒音・振動対策の推進 ②航空機騒音対策の推進 ③家畜糞尿処理対策の推進 ④工場等への監視等の継続 
 

 
 ①有害化学物質の監視の継続及び市民への情報提供 ②農薬等の適正使用の推進  

③事業所等における有害化学物質の管理の推進 ④放射性物質に関する市民への情報提供  
 

 ①住宅、事業所等への再生可能エネルギー等の導入促進 ②公共施設への再生可能エネルギーの導入  

③再生可能エネルギー等に関する普及啓発 ④事業用太陽光発電設備の適正な設置及び管理の指導  
 

 ①省エネルギー設備等の導入促進 ②省エネルギーに関する情報発信等 ③環境に配慮した製品に関する普及啓発  

④公共施設のＬＥＤ化の推進  
 

 ①地球温暖化対策実行計画の推進 ②地球温暖化に関する情報発信等 ③緑のカーテンづくりの促進 ④公共交通の利用促進 

⑤低燃費車の導入推進 ⑥エコドライブの推進 ⑦安全で安心して利用できる道づくりの推進  
 

 ①気候変動の影響に関する情報の収集等 ②各分野における適応策の推進 ③気候変動適応計画の策定 
 

 
 ①３Ｒ活動、各種リサイクル法等に関する普及啓発 ②プラスチックごみの削減 ③食品ロスに関する普及啓発  

④バイオマスの利活用 ⑤生ごみ肥料化容器助成制度の実施  
 

 ①廃棄物等の適正処理に関する情報発信 ②農業用廃プラスチック処理対策の推進 ③廃棄物処理制度の見直しの検討  

④廃棄物処理施設の整備  
 

 ①廃棄物等の不法投棄やポイ捨て対策の推進 ②市職員全員による監視の実施  

③不法投棄監視員・土砂等対策指導員・環境美化推進員による監視等の実施 ④空き地等の雑草対策の推進  
 

 ①土砂等対策指導員による監視等の実施 ②土地所有者等への啓発 ③建設発生土・再生土の適正管理 ④関係機関との連携 
 

 
 ①市の環境の状況や各種施策に関する情報の公表 ②広報紙等を活用した環境問題に関する情報提供  

③環境に関する補助教材の提供  
 

 ①環境学習講座等の実施 ②子どもを対象とした環境学習等に関する情報提供等 ③公民館、図書館、郷土博物館等の社会教

育施設を通じた環境教育活動の推進 ④学校における環境教育の推進 ⑤農業や里山の保全を取り入れた環境教育の実施  
 

 ①ボランティアとの協働による里山の保全 ②清掃活動の実施 ③花いっぱい運動の推進 ④資源回収制度の推進 
 

 
 ①環境保全に係る市民活動への支援 ②公園・緑地管理における自治会、ボランティア団体等の参加 
 

 
 ①活動したい人と活動とを結びつける情報ネットワークの活用 ②環境に関する多様な人材の把握 
 

 
 ①災害廃棄物処理計画の策定 ②災害廃棄物処理計画の適切な運用 
 

 

体  系  図 
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 ７ 施策展開の基本的な考え方

６基本目標に掲げた「自然環境」、「生活環境」、「地球環境」、「循環型社会の構築」、

「環境意識と行動」の分野ごとの目標の実現に向けて、ＳＤＧｓの目標も踏まえ、市民、

事業者、市が協力して進めていく最も基本となる行動を示す基本施策を掲げ、それぞれ

の施策に沿って主な取組を示します。 

また、本計画においては、特定の施策が複数の異なる課題を統合的に解決することが

できる環境保全のための分野横断的な施策を展開することとします。 

 

  【持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について】 

   人間が原因で生じる様々な問題に国際社会が協力して取り組むため、平成２

７年（２０１５）９月の国連総会で「持続可能な開発のための２０３０アジェン

ダ」が採択されました。これは、全ての国がともに取り組むべき目標で、その中

に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」として令和１２年（２０３０年）までの

１７の目標と１６９のターゲットが設定されています。ＳＤＧｓの目標は、それ

ぞれ関連しており、１つの課題解決の行動によって複数の課題解決を目指すこ

とも可能であり、環境だけではなく、環境・経済・社会のつながりを考え、とも

に解決していくことが大切になります。この環境・経済・社会の３つの側面につ

いて、バランスがとれ、統合された形で解決するという考え方は、環境基本計画

等に示されたわが国の環境政策が目指すべき方向性と基本的に同様であるとい

えます。 

   ＳＤＧｓの１７の目標を見ると、「目標６（水）」、「目標７（エネルギー）」、 

「目標１２（生産・消費）」、「目標１３（気候変動）」、「目標１４（海洋）」、「目標

１５（生態系・森林）」の目標は、特に環境との関わりが深くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の１７の目標のアイコン 
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 ８ 各分野の施策 

  基本目標１ 豊かな自然と共生するまち 
 
  基本施策（１）水とみどりの保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（２）生物多様性の保全 

 

 

 

 

 

 
 

  基本施策（３）有害鳥獣・特定外来生物への対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（４）景観形成の推進 

 

 

 

 

 

 

  

                       【主な取組】 

                        ① 水と緑の里整備              

                        ② 公共施設における緑地の適正管理 

                       ③ 農業用ため池周辺の環境整備 

                         ④ 農地農村の持つ多面的機能に関する普 

及啓発等 

                       ⑤ 保存樹木・樹林の保全 

                       ⑥ 緑地保存協定の締結 

                       ⑦ 緑の基本計画の策定 

市民が自然を身近に感じる環境や、自然とふ

れあえる場を提供するため、水と緑の里である

「椎の森自然環境保全緑地」などの整備や、藤井

堰野里堰農村公園、光福堰の草刈りや植栽管理

等を行うほか、緑地の保全や緑化の推進を図る

ため、「緑の基本計画」を策定します。 

                       【主な取組】         

① 生物多様性に関する普及啓発 

② 遊休・荒廃農地の調査活用 

③ 希少な野生生物の調査等 

④ 生物多様性地域戦略の策定 

 

本来あるべき多様な生物が生息、生育できる

環境を保全するため、袖ケ浦市全域を対象とし、

生息する動物種、植物種の確認及びその生息・生

育状況を把握に努め、希少種等の保護を図ると

ともに、生物多様性地域戦略を策定し、保全対策

を推進します。 

                       【主な取組】 

                       ① 有害鳥獣・特定外来生物に関する普及 

                         啓発 

                       ② 鳥獣被害防止計画の推進 

                       ③ 有害鳥獣・特定外来生物の防除 

                        

                                       

                        

鳥獣による農作物等の被害を軽減するため、

鳥獣被害防止計画を推進し、捕獲従事者の確保

や育成に努めるとともに、補助事業を活用した

防護柵や箱わなの設置による防除を進めるほ

か、イノシシやアライグマなどの農作物被害を

及ぼす有害鳥獣については防除対策を推進し、

特定外来生物であるアライグマについては積極

的な駆除を行います。 

 

                       【主な取組】 

                        ① 都市公園の整備・維持管理 

                        ② 景観としての農業環境の保全 

                        ③ 農村公園・フラワーラインの景観維持 

                       ④ 景観計画の適切な運用 

                       ⑤ 景観まちづくり活動の推進 

                       ⑥ 県屋外広告物条例の適用 

 袖ケ浦市景観計画に基づく良好な景観の形成

に必要な対策を講ずることにより、魅力あふれ

る袖ケ浦の景観を将来に引き継ぐため、ひらお

かの里農村公園やフラワーラインの景観の向上

を図ります。また、県屋外広告物条例を適切に運

用することで、良好な景観を形成し、美観風致を

維持していきます。 
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 基本目標２ 快適で安全に生活できるまち 
 
  基本施策（１）大気環境の保全 

 

 

 

 

 

 

 

  

  基本施策（２）水質・土壌・地盤環境の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  基本施策（３）騒音・振動・悪臭の防止 

 

 

 

 

 

 

 
 
  基本施策（４）有害化学物質・放射性物質への対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       【主な取組】 

                        ① 有害化学物質の監視の継続及び市民へ           

                          の情報提供                       

                        ② 農薬等の適正使用の推進       

                        ③ 事業所等における有害化学物質の管理 

                          の推進 

                       ④ 放射性物質に関する市民への情報提供 

                       【主な取組】 

                        ① 大気汚染物質の監視の継続及び市民への 

情報提供 

                        ② 発生源施設への立入調査の実施 

                       ③ 自家焼却・野焼きに対する指導 

                       ④ 公害防止施設の設置指導 

                        ⑤ 大気環境監視システム及び監視網の見 

                        直し 

                       【主な取組】 

                       ① 公共下水道・農業集落排水設備に係る     

                          普及率の向上                       

                        ② 生活排水の負荷軽減に関する普及啓発 

                        ③ 事業者への排水適正管理の指導 

                       ④ 浄化槽の適正な維持管理の指導 

                       ⑤ 地下水汚染・土壌汚染・地盤沈下対策 

                         の推進 

                       【主な取組】 

                        ① 道路における騒音・振動対策の推進              

                        ② 航空機騒音対策の推進                         

                        ③ 家畜糞尿処理対策の推進 

                        ④ 工場等への監視等の継続 

                              

                                            

                                        

良好な大気環境を保全するため、環境を汚染

する物質の監視を行い、排出者に対する指導や

排出量を削減するための取組を行います。また、

自家焼却等の野焼き行為の監視パトロールや指

導の強化を図ります。 

水質環境の改善に向けて、県との協力により

土壌・地盤環境が保全され、市民が安心して利用

でき、多様な水生生物が生息できる水環境を確

保するため、老朽化した汚水処理施設について

は、計画的な長寿命化対策工事の実施や、環境負

荷の大きい排水事業者への立入調査を実施しま

す。また、県との協力により、井戸所有者に対す

る指導や揚水量調査、地下水の水質調査等を推

進します。 

騒音、振動、悪臭が低減され、市民が快適に暮

らせる生活環境を保全するため、定期的な市内

の幹線道路沿道における調査、羽田空港からの

離陸に起因する航空機騒音の低減についての要

望を行います。また、工場等から発生する騒音等

について、適正に指導します。 

 

市民一人ひとりが化学物質を適正に使用する

ことで、化学物質等による環境リスクが低減さ

れ、安全と安心が確保されるため、有害大気汚

染物質のモニタリング調査を定期的に実施する

とともに、農薬、殺虫剤、除草剤等の適正使用

を促進します。また、環境の保全に関する協定

を締結した事業所から年間計画書等の提出を求

め、化学物質の使用、排出について把握します。 
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                       【主な取組】 

                        ① 住宅、事業所等への再生可能エネルギ 

                          ー等の導入促進                         

                        ② 公共施設への再生可能エネルギーの導入 

                       ③ 再生可能エネルギー等に関する普及啓発 

                       ④ 事業用太陽光発電設備の適正な設置及 

                         び管理の指導 

   

                       【主な取組】 

                        ① 地球温暖化対策実行計画の推進 

                        ② 地球温暖化に関する情報発信等                         

                        ③ 緑のカーテンづくりの促進 

                       ④ 公共交通の利用促進 

                       ⑤ 低燃費車の導入推進 

                       ⑥ エコドライブの推進 

                       ⑦ 安全で安心して利用できる道づくりの 

推進 

 

                         

 

 基本目標３ 地球環境を思いやるまち 
 
  基本施策（１）再生可能エネルギー等の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  基本施策（２）省エネルギーの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（３）温室効果ガスの削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（４）気候変動による影響への適応策の推進 

 

 

 

 

  

市内の家庭や事業所において、再生可能エ

ネルギー設備の導入を促進するため、住宅に

ついては、県の補助事業を活用して、補助金を

交付します。また、防災拠点となる公共施設等

について、再生可能エネルギー設備の導入を

検討します。さらに、平成３１年４月に施行し

た袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に

関するガイドラインに基づき、事業者に対し

て再生可能エネルギー設備等の適切な設置と

管理方法について指導します。 

                       【主な取組】 

                        ① 省エネルギー設備等の導入促進             

                        ② 省エネルギーに関する情報発信等                        

                        ③ 環境に配慮した製品に関する普及啓発 

                        ④ 公共施設のＬＥＤ化の推進                          

                    

                                       

                          

市民一人ひとりが積極的に省エネルギーに

取り組むため、エネファームをはじめとした

家庭用蓄電池等の省エネルギー設備の導入を

促進するとともに、省エネルギー設備や省エ

ネルギー製品に関する普及啓発を行います。

また、ＬＥＤ照明を公共施設に導入すること

で、市自らが省エネルギー対策を推進します。 

温室効果ガスの排出量を削減するため、袖

ケ浦市地球温暖化対策実行計画（第四次計画）

に基づき温室効果ガスの排出量の低減に取り

組み、その結果を広く公表します。また、地球

温暖化に関する情報を発信するとともに、市

自らの取組結果を公表し、意識啓発を行いま

す。さらに、ヒートアイランド対策等に有効で

ある緑のカーテンづくりを促進します。 

                       【主な取組】 

                        ① 気候変動の影響に関する情報の収集等 

                        ② 各分野における適応策の推進 

                       ③ 気候変動適応計画の策定 

                                            

                                           

気候変動による適応策として、市民や事業

者がそれぞれ適応を進めることができるよ

う、クールビズなど気候変動に関する各分野

における適応策を推進するとともに、気候変

動適応計画を策定します。 
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                       【主な取組】 

                        ① 廃棄物等の不法投棄やポイ捨て対策の 

                          推進 

         ② 市職員全員による監視の実施 

                        ③ 不法投棄監視員・土砂等対策指導員・        

                         環境美化推進員による監視等の実施                     

                        ④ 空き地等の雑草対策の推進 

 基本目標４ 環境にやさしい循環型社会を形成するまち 
 
  基本施策（１）３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（２）廃棄物等の適正処理の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（３）廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（４）建設発生土・再生土への対策 

 

 

 

 

 

 

  

                       【主な取組】 

                        ① ３Ｒ活動、各種リサイクル法等に関す 

                          る普及啓発           

                        ② プラスチックごみの削減    

                        ③ 食品ロスに関する普及啓発 

                       ④ バイオマスの利活用 

                       ⑤ 生ごみ肥料化容器助成制度の実施 

                     

全ての市民、事業者及び市が、環境への負荷

を低減させる質の高い循環型社会を実現する

ため、３Ｒや各種リサイクル法等に関する普及

啓発を行うとともに、レジ袋やペットボトルな

どの使い捨てプラスチック容器の使用削減、食

品ロスの削減等による環境への負荷を低減さ

せる普及啓発を行います。 

                       【主な取組】 

                        ① 廃棄物等の適正処理に関する情報発信 

                        ② 農業用廃プラスチック処理対策の推進 

                        ③ 廃棄物処理制度の見直しの検討 

     ④ 廃棄物処理施設の整備 

                                        

                     

  

廃棄物等が適正に処理され、循環型社会を形

成するため、市の取組や法改正等の周知等を行

うなど、適正処理に係る情報発信を行います。

また、施設園芸農家等から排出される農業用ビ

ニールなどの回収処理費用の一部を助成する

ことで、農業用廃プラスチック対策を推進しま

す。さらに、老朽化している廃棄物処理施設の

整備に向け、関係市町との協議等を行います。 

廃棄物等の不法投棄やポイ捨ての不適正処

理の未然防止を図るため、不法投棄監視カメラ

や不法投棄防止看板の設置、ポイ捨て防止啓発

活動、啓発看板の設置や配布を行うことと併せ

て、不法投棄監視員、土砂等対策指導員、環境

美化推進員によるパトロールを行います。 

                       【主な取組】 

                        ① 土砂等対策指導員による監視等の実施  

                        ② 土地所有者等への啓発                        

                        ③ 建設発生土・再生土の適正管理 

                        ④ 関係機関との連携         

                                         

                                             

                                        

建設発生土の適正な管理や再生土への対策

を進めるため、土砂等対策指導員による監視や

指導を継続的に実施することにより、市内にお

ける建設発生土・再生土を把握し、適正に管理

します。また、県や不法投棄監視員との合同パ

トロールの実施、関係機関との担当者連絡会議

等を行い、緊密な連携を図ります。 
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                       【主な取組】 

                        ① ボランティアとの協働による里山の保全              

                        ② 清掃活動の実施 

                        ③ 花いっぱい運動の推進 

                        ④ 資源回収制度の推進 

                                          

                                         

                                        

                                         

                          

                       【主な取組】 

                        ① 環境保全に係る市民活動への支援              

                        ② 公園・緑地管理における自治会、ボラン 

                          ティア団体等の参加      

                                          

                                        

                                           

                                        

                                       

 基本目標５ 市民参加による環境保全活動を推進するまち 
 
  基本施策（１）環境に関する情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  基本施策（２）環境学習・環境教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  基本施策（３）協働による環境保全活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  基本施策（４）市民等による環境保全活動への支援 

 

 

 

 

 

                       【主な取組】 

                        ① 市の環境の状況や各種施策に関する情 

                          報の公表           

                        ② 広報紙等を活用した環境問題に関する 

                          情報提供                     

                       ③ 環境に関する補助教材の提供      

                                             

                                         

                                         

持続可能な社会づくりに向けて、市ホーム

ページなどで、市の環境の状況や各種施策に

関する必要な情報を公表します。また、６月の

環境月間を中心に広報紙を活用して、環境問

題に関する情報提供を行うことと併せ、「袖ケ

浦の環境」をはじめとした、環境に関する資

料、パンフレットなどを広く市民、事業者に提

供します。 

                       【主な取組】 

                        ① 環境学習講座等の実施           

                        ② 子どもを対象とした環境学習等に関す 

                          る情報提供等 

                        ③ 公民館、図書館、郷土博物館等の社会                                     

      教育施設を通じた環境教育活動の推進 

                       ④ 学校における環境教育の推進 

                        ⑤ 農業や里山の保全を取り入れた環境教 

                         育の実施 

幅広い世代や多くの環境項目に関する環境

学習や環境教育の機会を提供するため、環境

学習講座、自然散策会、職員出前講座等を開催

します。また、全ての世代が環境問題を理解

し、その解決のために自ら行動できるよう、女

性セミナー、スマート出前講座等、社会教育施

設を通じた環境教育活動を推進することや、

ひらおかの里農村公園を利用した田植え、稲

刈りなどの体験学習等を実施します。 

 

みんなが環境を保全するために自ら行動を

起こし、環境保全活動等に参加するため、椎の

森工業団地内自然環境保全緑地におけるボラ

ンティアとの協働による下草刈等の軽作業を

継続して推進します。また、市内一斉清掃、臨

海地区清掃等の市民や事業者の参加による清

掃活動を実施するとともに、ポイ捨て啓発活

動など、市民参加による啓発活動を実施しま

す。 

環境問題に関する市民や事業者の自主的な

活動を支援するため、水生生物や生息環境の

調査等の環境保全を目的とした活動を主体的

に実施する市民活動に対し、必要な支援を行

います。また、自治会、ボランティア団体等と

の協力による一部の公園等の維持管理や草花

の植栽、新たな団体の募集を行うなどの取組

を継続的に推進します。 
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                       【主な取組】 

                        ① 活動したい人と活動とを結びつける          

                          情報ネットワークの活用 

                        ② 環境に関する多様な人材の把握 

                                 

                                            

                                         

                                         

                          

 ９ 環境保全のための分野横断的な施策 

環境、経済、社会的な課題が複雑に絡み合っている現代社会においては、環境分

野においても、特定の施策が複数の異なる課題を解決する、多面的な効果を得るこ

とができる分野横断的な施策を展開することが重要となります。 

本計画では、以下のテーマを設定し、環境、経済、社会的な課題の同時解決を目

指します。  

 

  基本施策（１）持続可能な社会を築くネットワークづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本施策（２）災害時等における環境問題への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自発的に環境活動を行う市民、事業者、市の

各主体の活動のつながりが構築されるため、活

動したい人や団体と活動とを結びつける情報

ネットワークを構築し、環境に関する多様な人

材の把握を行っていきます。 

                       【主な取組】 

                       ① 災害廃棄物処理計画の策定     

                        ② 災害廃棄物処理計画の適切な運用              

                                         

                                            

                                      

                    

                                       

                                              

災害廃棄物処理計画の推進に向けて、様々な

分野を横断する組織体制、指揮命令系統等が整

備されるため、災害発生時を想定した、分野を

横断する組織体制・指揮命令系統、情報収集・

連絡、協力・支援体制等を想定した環境問題を

踏まえた袖ケ浦市災害廃棄物処理計画を策定

します。 
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庁内体制 
                  〇計画の推進 
                  〇年次報告書の作成 

 １０ 計画の推進体制

本計画の推進に当たっては、庁内関係課や庁内会議において調整を行った上で、環

境審議会における環境に関する施策の調査審議や提言等を受け、国、県、他自治体と

の連携・協力を図りながら、計画に位置付けた施策の着実な推進を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１ 計画の進行管理

この計画を着実に推進していくためには、取組の進捗状況を定期的に把握・評価し、

計画を見直していく必要があります。そこで、計画の進行管理にマネジメントサイク

ルの考え方を取り入れ、継続的な改善を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 

●環境基本計画 

実施（Do） 

●施策・取組の実施 

点検・評価及び公表（Check）
●庁内関係課による自己点検 ●環境基本計

画年次報告書の作成 ●庁内会議による点検・

評価 ●環境審議会による助言・提言、公表 

見直し（Action） 

庁内関係課による対応 
(施策・取組の進め方の見直し) 

連携 
・ 

協力 

報告 

助言 
・ 

提言 公表 
意見 

計画の 
見直し等 

国・県・他自治体 
〇広域的な視点による取組の推進に当たっての連携・協力 

庁内会議 
○環境に関する施策 

の総合的整理 
○環境基本計画の推進 

に関する指示 

環境管理課 
○環境基本計画の推進 
○施策の推進状況の把握 
○年次報告書の作成・ 

報告・公表 

庁内関係課 
○計画の実行 
○環境に関する施策 

の実施 
○施策における環境 

配慮の実施 

環境審議会 
〇環境に関する施策の調査審議 
〇環境に関する施策の助言・提言 

市民・事業者 
〇計画の実行 
〇年次報告に対する意見 

指示 

報告 

調整 
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